
平成25年度

（地域密着型サービス 編）

平成26年３月

岡山市保健福祉局 事業者指導課



平成２５年度岡山市集団指導（地域密着型サービス関係）

平成26年3月4日（火）岡山ふれあいセンター 大ホール

13:30～15:35（予定）

当日タイムテーブル（各時間は予定時間）

13:30 開会

13:30～13:45 労働法規の遵守について（岡山労働局）

（15分）

主な内容： 労働条件の確保・改善」及び「労働者の安全と健康の確保」について「

13:45～14:05 非常災害（防災）予防と法改正について

（20分） （岡山市消防局予防課）

主な内容：火災予防と法令改正について

14:05～14:35 集団指導（各サービス共通編）

（30分） （以下岡山市事業者指導課）

主な内容：指導監査、介護職員処遇改善加算、居宅介護支援・介護予防支援基準条例

ほか

14:35～15:05 集団指導（地域密着型サービス編）その１

（30分）

主な内容：運営上の主な留意すべき事項、介護保険制度改正案、

平成２６年度介護報酬改定の概要、各種お知らせ ほか

15:05～15:35 集団指導（地域密着型サービス編）その２

（30分）

主な内容：実地指導における指摘事項、身体的拘束廃止に向けて

認知症介護各種研修、岡山市の介護保険事故報告の取扱い ほか

15:35 終了（予定）



平成25年度集団指導資料（地域密着型サービス編 ・目次）

日時：平成２６年３月４日（火）13:30～

場所：岡山ふれあいセンター大ホール

「 」 「 」 （ ）■ 労働条件の確保・改善 及び 労働者の安全と健康の確保 について 岡山労働局
･･････････Ｐ １

････････････ ３■火災予防と法令改正について（岡山市消防局予防課）

････････････１４■主な関係法令等（参照）

１ 地域密着型サービスにおける運営上の主な留意事項について
1-1 地域密着型サービス共通事項 ･･････････････ １８

1-2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ･･････････････ ２７

1-3 （介護予防）認知症対応型訪問介護 ･･････････････ ２７

1-4 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 ･･････････････ ３２

1-5 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 ･･････････････ ３７

２ 介護保険制度改正案について
・介護保険制度の見直しに関する意見（素案） ･･････････････ ５６

３ 平成２６年度介護報酬改定の概要について
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ･･････････････ ７０

（平成１８年厚生労働省告示第１２６号 （抄））

・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準･････････１０８

（平成１８年厚生労働省告示第１２８号 （抄））

・介護報酬の算定構造（案）地域密着型サービス 地域密着型介護予防サービスを含む）（

･････････１１９

４ 事業者指導課（地域密着指導係）からのお知らせについて
・各種取扱いの変更、質問票ほか ･････････････１３２

５ 指導監査について
・平成２５年度までの実地指導における指摘事項について ･････････････１３６

６ 身体的拘束の廃止に向けて
・利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合の対応

･････････････１４８

７ 認知症介護各種研修について
・認知症介護研修の体系、概要及び実施スケジュール ･････････････１５４

・認知症介護指導者養成研修受講者の募集 ･････････････１５７

８ 岡山市介護保険事故報告事務取扱要綱の制定について
・新要綱及び新様式 ･････････････１７８

・平成２４年度事故報告集計 ･････････････１８２

･････････････１８４９ 感染症の対応について
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■ 主な関係法令等（参照）

・介護保険法（平成9年法律第123号）

・介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

◎岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年岡山市条例第86号）

◎岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例施行規則（平成24年岡山市規則第99号）

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成18年厚生労働省令第34号）

◎岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例（平成24年岡山市条例第91号）

◎岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例施行規則（平成24年岡山市規則第104号）

指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成18年厚生労働省令第36号）

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第126号）

・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成18年厚生労働省告示第128号）

◎介護保険法に基づき条例で規定された指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介

護予防サービスの基準等について

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について

（平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号）
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・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意

事項について

（平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）

・ 地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型「

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣

が定める者及び研修」に規定する研修について

（平成24年老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号）

・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年老企第54号）

・介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について

（平成12老振第25号・老健第94号）

・介護保険施設等における日常生活費等の受領について

（平成12年老振第75号・老健第122号）

◎岡山市の条例、規則、通知は岡山市のホームページでご確認ください。

■国の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください■

（ ）文献：介護報酬の解釈 １単位数表編 平成24年4月版 発行：社会保険研究所：青本

（ ）介護報酬の解釈 ２指定基準編 平成24年4月版 発行：社会保険研究所：赤本

（ ）介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編 平成24年4月版 発行：社会保険研究所：緑本

ホームページ： 厚生労働省 法令等データベースシステム」「

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

「総務省 法令データ提供システム」

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

「厚生労働省 平成24年度介護報酬改定について」

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/kaitei.html

「厚生労働省 介護サービス関係Ｑ＆Ａ」

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_qa.html

「ＷＡＭ.ＮＥＴ（運営：独立行政法人福祉医療機構 」）

http://www.wam.go.jp/
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１ 地域密着型サービスにおける

運営上の主な留意事項について
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1-1 地域密着型サービス共通事項

□届出手続きの運用について

届出に係る各種加算の算定の開始時期●

・一定のサービスについて、適正な支給限度額管理のため、届出日により加算等の算

定開始時期が異なる。

○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成18年3月31日老計発第0331005号老振発第0331005号老老発第0331018号厚生労働省老健局計画

課長、振興課長、老人保健課長連名通知 （以下「平成18年留意事項通知」という））

第 届出手続きの運用 1 届出の受理1

(5)届出に係る加算等の算定の開始時期

、 、 、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護若しくは複合型サービス又は介護予防認知症対応型通所介護

若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単

位数が増えるものに限る。以下同じ ）については、適正な支給限度額管理のため、。

利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月１

５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、

算定を開始するものとすること。ただし、平成２４年４月から算定を開始する加算等

の届出については、前記にかかわらず、同年３月２５日以前になされていれば足りる

ものとする。認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護

（いずれも短期利用型を含む 、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着。）

型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加算等については、届出が受

理された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）

から算定を開始するものとする。

●加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

・加算等を算定する体制がとれない状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出を行

うこと。

平成18年留意事項通知

第2 届出手続きの運用

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算
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定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。な

お、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を

行わないものとする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請

求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返

還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもっ

て対処すること。

□人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

●看護・介護職員の人員基準欠如に伴う取り扱いのうち、各サービスごとに取扱いの規

定が異なる

・小規模多機能型居宅介護従業者における通いサービス及び訪問サービスの提供に当

たる者、認知症対応型共同生活介護従業者、複合型サービス従業者における通いサ

下記平成18年留意事項通知 第2 1通則 (8)ービス及び訪問サービスの提供に当たる者（

③イ及びロ）

・小規模多機能型居宅介護従業者、複合型サービス従業者における看護師又は准看護

（同留意事項通知 第2 1通則 (8)④）師

・小規模多機能型居宅介護従業者における夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職

員、サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当たる職

員、複合型サービス従業者における夜勤及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員

（同留意事項通知 第2 1通則 (8)⑤）
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□地域密着型サービス事業に規定する研修について

○「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣

が定める者及び研修」に規定する研修について

（平成24年3月16日 老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号）

●管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修

・認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同

生活介護事業所、複合型サービス事業所の管理者（みなし措置あり）

●計画作成担当者 ①実践者研修、②小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

・認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者（①）

・小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所の計画作成担当者（②）

●代表者 事業開設者研修認知症対応型サービス

・小規模多機能型居宅介護事業者、認知症対応型共同生活介護事者、複合型サービス

事業者の代表者（みなし措置あり）

地域密着型サービス集団指導資料：P45を参照

※計画作成担当者については、必要な研修を修了していない場合に伴う減算規定がある

（同留意事項通知 第2 1通則 (8)④）ので注意すること。

平成18年留意事項通知

第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 1 通則

(8)人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

及び複合型サービスについては、当該事業所又は施設の職員の配置数が、人員基準

上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額

を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位

数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供

を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとす

る。

② 人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年

（ 。 。）度 毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする 以下同じ

の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による 。この場合、。）

利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数（小規模多機能型居宅介護及び複
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合型サービスについては、１日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者の数の

最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用

者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月か

ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位

数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消される

に至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法

に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く 。。）

ハ 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複

合型サービズ事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型

サービス基準」という ）第６３条第１項に規定する小規模多機能型居宅介護従。

業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に限る 、同規則第９。）

０条第１項に規定する介護従業者及び同規則第１７１条第１項に規定する複合型

サービス従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に限る ）は。

前記イ及びロにより取り扱うこととする。なお、小規模多機能型居宅介護従業者

及び複合型サービス従業者については、指定地域密着型サービス基準第６３条第

４項の看護師又は准看護師の人員基準欠如に係る減算の取扱いは④、同条第１項

の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテ

ライト型小規模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型小規模多機能型居

宅介護事業所」という ）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密。

着型サービス基準１７１条第１項の夜勤及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員

の人員基準欠如に係る減算の取扱いは⑤を参照すること。

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が

解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の

算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日において人

員基準を満たすに至っている場合を除く 。小規模多機能型居宅介護事業所並び。）

に複合型サービス事業所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型

居宅介護事業所における指定地域密着型サービス基準第６３条第１２項に規定する

研修修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要

な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所における計画作

成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合についても、同様の取扱い

とする。ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同じ ）における研修の開催状。

況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、小

規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所にあっては介護支援専門員

を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、

かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門
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員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該

研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専

門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減

算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととする

が、当該介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等

の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場合であ

って、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる介護支

援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象とし

ない取扱いとすることも差し支えない。

⑤ 地域密着型サービス基準第６３条第１項及び第１７１条第１項の夜間及び深夜の

勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如に

ついては、ある月において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月にお

いて利用者等の全員について、減算することとする。

イ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定

める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合

ロ 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定

める員数に満たない事態が４日以上発生した場合

⑥ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等

の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事

情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
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認知症高齢者の日常生活自立度判定の考え方について□

●「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いた加算について

（ ）。・医師の判定結果又は主治医意見書を用いていない 医師の判定が無い場合を除く

・医師の判定結果について、医師名、判定日と共に各サービス計画上に記載されてい

ない。

平成18年留意事項通知

第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 1 通則

(12)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用につ「

いて （平成５年１０月２６日老健第１３５号厚生省老人保健福祉局長通知）に規」

定する「認知症高齢者の日常生活自立度 （以下「日常生活自立度」という ）を」 。

用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見

書（以下この号において「判定結果」という ）を用いるものとする。。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サー

ビスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは 「要介護認、

定等の実施について （平成２１年９月３０日老発０９３０第５号厚生労働省老健」

局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規

定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見(1)日常生活の自立度等

について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複

数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていな

い場合を含む ）にあっては 「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調。 、

査員が記入した同通知中「２(4) 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認

定調査票（基本調査 」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる）

ものとする。

21 4 17 vol.79平成 年 月 日 介護保険最新情報

平成 年 月改定関係 ＆ ( )21 4 Q A vol.2

Ｑ： 認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した「

場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

Ａ：医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や

文書による診療情報提供を義務づけるものではない。
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□サービス提供体制強化加算について

●職員の割合について

・常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）又は直近の３月間の平均につい

ての確認・記録がない。

●当該加算算定中に当該年度のある時点で職員の割合を満たさなくなった場合の取扱い

・ある時点において所定の職員の割合を満たしていなくとも、前年度の平均（３月を

除く）を満たしていれば、当該年度については算定することができる

・上記の場合で当該年度の平均（３月を除く）が満たさなくなれば、翌年度について

は算定することができない。

平成18年留意事項通知 （例）認知症対応型通所介護

第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項

４ 認知症対応型通所介護費

(10)サービス提供体制強化加算について、①２(12)④及び⑤を準用する。

２(12)サービス提供体制強化加算について

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を

除く ）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事。

業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む ）については、届出日。

の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることと

する。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者

については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している

者とすること。

前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間⑤

、 。 、の職員の割合につき 毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない なお

その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合につい

ては、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体

的には、平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１

日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の

経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用

者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

、 、 、④ 認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員とは 生活相談員 看護職員

介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合

-24-



においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

□体験利用について

・ 無料）体験利用 「 無料）お試しサービス」と銘打ったいわゆる「体験利用」に「（ 」、（

ついて、利用者間の公平性及び利用者の保護等の観点から、適正な運営といえない。

□非常災害対策の充実について

・事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、そ

の対応に関する具体的計画が策定されていない。

・また、その計画を従業者に周知し、概要等を事務所内に掲示するなどするなど必要な

対応を行っていない。

○岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成25年4月1日施行 （以下「岡山市基準条例」という））

○条例の考え方

実効性の高い非常災害対策となるように、避難等の計画段階から災害の態様ごとに

具体的な対策を立て、必要な訓練を行うとともに、策定した具体的な計画の概要を事

業所内に掲示することを義務付けます。また、非常災害時には、従業者だけでは対応

が必ずしも十分でない場合が多いことから、近隣の自治体、地域住民、介護保険事業

者等との協力体制の整備に努めること、災害時要援護者の支援を行うため、高齢者等

特に配慮を要する者の受入れに努めることを努力義務とします。

【認知症対応型通所介護の例】

（非常災害対策）

第７８条

指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所が立地す

る地域の自然条件等を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被

害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとともに、非常

災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し、それらの内容（次

項において「計画等」という ）を定期的に従業者に周知しなければならない。。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該事業所の見やすい場所に、計画等の概

要を掲示しなければならない。

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に備えるため、第１項の計画に従

い、避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期

的に行わなければならない。

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害時における利用者等の安全の確保

が図られるよう、あらかじめ、近隣の自治体、地域住民、地域密着型サービス事業

者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協
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力を行うための体制の整備に努めるものとする。

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害時において、高齢者、障害者、乳

幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。

《解釈通知》

３ 認知症対応型通所介護

(2) 運営に関する基準

ア～ウ（略）

エ 非常災害対策（条例第７８条）

基準省令解釈通知第三の三の３の(７)に次の内容を加える。

また、指定認知症対応型通所介護事業者は、当該事業所の見やすい場所に、非常災

害時の関係機関への通報一覧表及び当該事業所における緊急連絡網並びに避難経路等

非常災害時に直ちに実施すべき事項の概要を掲示するものである。

指定認知症対応型通所介護事業者は、非常災害時には、当該事業所の利用者に限ら

ず、地域の高齢者、障害者、乳幼児等の特に配慮を要する者を受け入れる等、当該事

業所において可能な限り、援護が必要となった者への支援協力に努めるものである。

地
域
密
着
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1-2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

□随時訪問サービスについて

●併設有料老人ホームに居住している利用者からの随時訪問に係る通報の対応につい

て

随時訪問サービスを・当該有料老人ホームの職員が受付（ナースコール）を行い、

行う訪問介護員等に直接連絡しており、オペレーターが機能していない。

オペレーションセンターへの通報手段としてしているナースコール装置がセンター・

のみとしか通信できないため、夜間オペレーターが、介護業務等でセンターを離

れた場合に、随時通報を直接受信することができない。

1-3 （介護予防）認知症対応型通所介護

□事業所における生活相談員の資格要件の緩和について

○認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護（グループホーム等活用

型を除く ）において、厚生労働省令には明記されておらず、解釈通知において規定。

されている生活相談員の資格要件について、岡山市基準条例において追加しました。

また、社会福祉主事等と同等以上の能力を有すると認められる者について、規則にお

いて明確にしています。

岡山市基準条例

○条例の考え方

社会福祉主事等と同等以上の能力を有すると認められる者について、介護支援専門

員の登録を受けている者に加え、一定の要件を満たす介護福祉士についても、生活相

談員の資格等要件に追加し、詳細は規則において明確にしています。

【認知症対応型通所介護の例】

（従業者の員数）

第６３条 （略）

(1) 生活相談員

（略）

２ 前項第１号の生活相談員は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当す

る者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって、規則で定めるも

のでなければならない。
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○岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

施行規則（平成25年4月1日施行 （以下「岡山市基準条例施行規則」という））

【岡山市基準条例施行規則】

（生活相談員）

第５条

条例第６３条第２項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

(1) 介護支援専門員の登録を受けている者

（注）介護支援専門員の登録を受けている者をいい、登録とは別に専門員

証の交付を受けていない者を含みます。

(2) 介護福祉士であって、次に掲げる事業の業務に常勤の介護職員として従事し

た期間が通算して５年以上である者

ア 法第８条第７項に規定する通所介護

イ 法第８条第１７項に規定する認知症対応型通所介護

ウ 法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護

エ 法第８条の２第１５項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

《解釈通知》

（ア （生活相談員））

生活相談員については、その者の実績等から、利用者の生活の向上を図るため

適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者であって、次のいずれか

に該当するものを充てるものとする。

(ｲ) 社会福祉主事任用資格を有する者

(ﾛ) 介護支援専門員の登録を受けている者（専門員証の交付を受けていない

者を含む ）。

(ﾊ) 介護福祉士であって、規則に定めるデイサービスの事業に常勤の介護職

員として５年以上従事した者（５年間の実務経験の要件が達成された時点

と介護福祉士の資格取得時点との前後関係は問わない ）。

なお、条例施行に伴い 「通所介護介護事業所等における生活相談員の任用、

資格について （平成２４年７月４日付け岡事指第２５４号。岡山市保健福祉」

局事業者指導課長通知）は廃止する。
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□機能訓練指導員の資格要件について

○認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護（グループホーム等活用

型を除く ）において、厚生労働省令には明記されておらず、解釈通知において規定。

されている機能訓練指導員の資格要件について、規則において明確にしています。

・なお、指定の更新について、有資格者の機能訓練指導員を配置していない場合は、

指定更新ができません。

岡山市基準条例

【認知症対応型通所介護の例】

（従業者の員数）

第６３条 （略）

(3) 機能訓練指導員 １以上

（略）

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者であって、規則で定めるものとし、当該単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる

ものとする。

以下（略）

【岡山市基準条例施行規則】

（機能訓練指導員）

第６条

条例第６３条第５項、第１３２条第５項及び第１５３条第９項に規定する規則

で定めるものは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師

又はあん摩マッサージ指圧師とする。

※規則の案の内容は，解釈通知の内容と同趣旨。

《解釈通知》

（イ （機能訓練指導員））

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓

練を行う能力を有する者であって、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有するもの（以下「資格

を有する機能訓練指導員」という ）とする。。
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参考

○社会福祉法（昭和26年法律第45号）

（資格等）

、 、第19条 社会福祉主事は 都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし

年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に

熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなけ

ればならない。

一 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高

等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する

社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

三 社会福祉士

四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働

省令で定めるもの（下記参照）

○社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）

（法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者）

第1条の2 社会福祉法第19条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、

次のとおりとする。

一 精神保健福祉士

二 学校教育法に基づく大学において、法第19条第1項第1号に規定する厚生労働

大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第102条第2項の規

定により大学院への入学を認められた者

□事業所外で指定認知症対応型通所介護を提供する場合の取扱について

・指定認知症対応型通所介護は、原則として事業所内で提供されることとなっていま

すが、一定の要件を満たした上で例外的に事業所外においても提供ができます。

① あらかじめ通所介護計画に必要性及び具体的な内容が位置づけられていること

② 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

③ 人員に関する基準を遵守すること

④ 利用定員を遵守すること

⑤ 提供した具体的なサービス内容等を記録すること
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○事業所外で指定通所介護を提供する場合の取扱いについて

平成19年7月2日付け長寿第477号 岡山県保健福祉部 長寿社会対策課長）一部抜粋

（問）午前中はデイサービスセンターにおいて機能訓練等を実施し、午後から花

見等戸外での活動等を行う場合は、戸外での活動部分については通所介護の

サービスとならないのでしょうか。

（答）通所介護のサービスは、必ずしも事業所内の活動に限定されるものではなく、

戸外での活動が、通所介護計画に機能訓練の一環として位置付けられ、かつ、訓

練が適切に行われるものであれば、通所介護のサービスの対象として差し支えあ

りません。

（問）通所介護事業所の外での入浴（日帰り温泉等）で利用者の入浴を行った場

合、入浴介助加算の算定を行うことが可能でしょうか。

（答）算定できません。

事例のような特別の行事の場合は、介護保険外サービスとしてください。

（問）認知症高齢者に対し、買い物や散歩等の外出を日課として行うことは可能

でしょうか。

（答）認知症高齢者において、このような活動は必要に応じて実施すべきであり、通

所介護計画に日課として位置づけた上で実施することは差し支えありません。

（問）今回の通知により、参考様式が廃止されましたが、事業所外で行ったサー

ビスについて、記録する必要はなくなったのでしょうか。

（答）提供した具体的なサービス内容等について記録する必要があります。

具体的には、業務日誌、利用者の個人記録等への記録が想定されます。
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1-4 （介護予防）小規模多機能型居宅介護

□居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の取扱いについて

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護利用者が認定更新の結果、

①要支援→要介護、②要介護→要支援となった場合

改めて居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の提出をなされていない事例が

みられた。

○居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書の取扱いについて

（平成１８年１２月１２日付け事務連絡 岡山市介護保険課長）

地域密着型サービス集団指導資料：P49を参照

□居宅サービス計画の作成について

介護支援専門員が、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１３・

条各号に掲げる具体的取組方針に沿って、登録者の居宅サービス計画を作成してい

ない。

□日々の人員配置の考え方について

・日々の人員配置について、前年度の通いサービス利用者の平均をもとに配置できて

いない日がみられた。

○指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について

（平成18年3月31日老計発第0331004号 老振発第0331004号 老老発第0331017号厚生労働省老健局

計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知 （以下「平成18年解釈通知」という））

第4 小規模多機能型居宅介護 2人員に関する基準

(1)従業者の員数等（基準第63条）

②小規模多機能型居宅介護従業者

ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況に応じて

判断する必要があるが、単に通いサービスの利用者がいないからといって職員を

配置しないということではなく、通いサービスを利用しない者に対する訪問サー

ビスも含め、利用者に何らかの形で関わることできるような職員配置に努めるも

のとする。

□小規模多機能型居宅介護事業所の管理者と居宅サービスの管理者の兼務について

・地域密着型介護老人福祉施設に併設する小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が

同じく併設する短期入所生活介護の管理者を兼務している事例がみられた。
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平成 年 月 日24 3 16
vol.267事務連絡 介護保険情報

平成 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ( )24 Vol.1

、 ） 、Ｑ：居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所 通所介護事業所等 と併設する場合

小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼

務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者に

ついてはどうか。

Ａ：小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は､当該事業所の従業者のほか、職員の

（ 、 、行き来を認めている４施設等 地域密着型介護老人福祉施設 地域密着型特定施設

認知症対応型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所

であるものに限る ）及び同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業。）

所（夜間対応型訪問介護、訪問介護又は訪問看護の事業を一体的に運営している場

合は当該事業所）の従業者についてのみ兼務可能である。

□継続的に宿泊サービスを利用している者の取扱い

・運営推進会議の評価を前提として、継続して宿泊サービスを利用している形態は想

定されるところです。

・ただし、他の利用者の適切な宿泊サービス利用の不利益とならないよう配慮と調整

が必要となります。

□サービス提供回数についての考え方

・訪問しての見守り・声かけは、サービス提供回数に含めることができる。

・電話による見守りは、サービス提供回数に含めることができない。

平成18年解釈通知

第4 小規模多機能型居宅介護 4 運営に関する基準

(5)指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第73条）

① 制度上は週１回程度の利用でも所定点数の算定は可能であるが、利用者負担等も

勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサー

ビスの回数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価を受けることが

必要となるものである。

指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希

望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するとい

う弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者で

あれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿
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泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の

利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切にサービスが

利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。

②～④略

⑤ 同条第８号に定める「適切なサービス」とは、一の利用者に対して、通いサービ

ス及び訪問サービスを合わせて概ね週４日以上行うことが目安となるものである。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、通いサービス及び訪問サービスを提供しな

い日であっても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望

ましい。

、 、なお 指定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため

利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪問サービスの

回数に含めて差し支えない。

21 3 23 vol.69平成 年 月 日 介護保険最新情報

平成 年 月改定関係 ＆ ( )21 4 Q A vol.1

Ｑ：サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサ

ービス提供回数に含めることは可能か。

Ａ：利用者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合は、サービス提供回数

に含めることは可能であるが、電話による見守りはサービス提供回数に含めること

はできない。

□基本報酬の算定について

・登録日以前から小規模多機能型居宅介護費を算定している事例がみられた。

・月途中のサービス利用開始又は利用終了している場合に、利用開始日（登録日）か

（ ） 。ら又は利用終了日 登録終了日 までの日割り請求を行っていない事例がみられた

平成18年留意事項通知

第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項

５ 小規模多機能型居宅介護費

(1)基本報酬の算定について

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登録した者に

ついて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。月途中から登

録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間（登録日から

当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定す

ることとする。

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業
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者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際

に利用開始した日とする。また 「登録終了日」とは、利用者が小規模多機能型居宅、

介護事業者との間の利用契約を終了した日とする。

□入院等により、サービスを利用できない場合の算定の可否について

・短期間の入院を除き、原則として入院時に登録は解除すること。月を通じての入院

が見込まれる等あらかじめ長期にサービス利用ができないことが予見されるにもか

かわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合には、介護報酬の返還の対象と

なる場合があります。

18 9 4 information vol.127平成 年 月 日 介護制度改革

事務連絡

Q&A介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関する

Ｑ：入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得な

い月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。

Ａ：登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サー

ビスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契

約を終了すべきである。

□看護職員配置加算の考え方

・専ら小規模多機能型居宅介護従業者としての業務（介護・看護業務）に従事する看

護師もしくは准看護師として従事していない。

・管理者若しくは介護支援専門員を兼ねた看護職員を配置して加算を算定している事

例がみられた。

21 3 23 vol.69平成 年 月 日 介護保険最新情報

平成 年 月改定関係 ＆ ( )21 4 Q A vol.1

Ｑ：看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ

専従を満たすこととして、加算を算定することは可能か。

Ａ：指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看

護職員配置加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専従を要件として

創設されたものであることから、お尋ねのような場合についての加算の算定は認め

られない。
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